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１．概要 

１．１ 要求事項の整理 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以

下「事業許可基準規則」という。)第二十五条では，重大事

故等対処施設に関する地震による損傷の防止について，以

下の要求がされている。 

 

（地震による損傷の防止） 

第二十五条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区

分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなけ

ればならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設 基準地震動による地震力に対し

て重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に

耐えることができるものであること。 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の

地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に

対して重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 
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 事業許可基準規則の第二十五条の解釈には，以下のとお

り，重大事故等対処施設に関する地震による損傷の防止

の適用に当たっては，事業許可基準規則別記３に準ずる

こと，第１項第２号に規定する「第７条第２項の規定に

より算定する地震力」は，事業許可基準規則の第７条２，

３及び４において，当該常設重大事故等対処設備が代替

する機能を有する設計基準事故に対処するための設備

が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力

と同等のものであることが要求されている。 

 

（解釈） 

１ 第２５条の適用に当たっては、本規程別記３に準ずる

ものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第７条第２項の規定により

算定する地震力」とは、本規程第７条２、３及び４にお

いて、当該常設重大事故等対処設備が代替する機能を有

する設計基準事故に対処するための設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のもの

をいう。 
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１．２ 要求事項に対する適合性 

ロ．加工施設の一般構造 

(１) 重大事故等対処施設の耐震設計 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震

動による地震力に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないように設計し ，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設は，安全機能を有

する施設の耐震設計において算定する地震力に十分に耐

えることができる設計とする。  

また，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設は，地震の発生によって生ずるおそ

れがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないものとする。  

具体的には，重大事故等対処施設について，安全機能

を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地

震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の

構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大

事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用す

る地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないことを目的として，以下の

項目に従って耐震設計を行う。 

① 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する

重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態
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を踏まえて，以下の設備分類に応じて設計する。 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に

属する設計基準事故に対処するための設備が有する機

能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外の

もの。 

② 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作

用している荷重，重大事故等時に生ずる荷重，積雪荷重

及び風荷重と地震力を組み合わせる。機器・配管系につ

いては，通常時に作用している荷重，設計基準事故時に

生ずる荷重及び重大事故等時に生ずる荷重と地震力を

組み合わせる。 

③ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設は，基準地震動による地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる

おそれがないように設計する。建物・構築物については，

構造物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・

部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断

ひずみ・応力等に対し妥当な安全余裕を有するように設

計する。機器・配管系については，その施設に要求され
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る機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさないように設計する。 

④ 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替

する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐え

ることができるように設計する。なお，Ｂクラス施設の

機能を代替する常設耐震重要重大事故等対処設備以外

の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設のうち，共振のおそれのある施設については，弾

性設計用地震動に２分の１を乗じた地震動によりその

影響についての検討を行う。建物・構築物及び機器・配

管系ともに，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留

まる範囲で耐えられるように設計する。建物・構築物に

ついては，発生する応力に対して，建築基準法等の安全

上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。機器・配管系については，発生する応

力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まる

ように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計に

おける耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処

時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放
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射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地

震力に対し十分に耐えることができるように設計する。 

  ⑤ 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する

ものとする。 

⑥ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力

に対して，重大事故等の対処に必要な機能へ影響を及ぼ

すような崩壊を起こすおそれがないものとする。 

⑦ 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設並びに可搬型

重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事

故等に対処するために必要な機能を損なわれるおそれ

がないように設計する。 
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１．３ 規則への適合性 

事業許可基準規則第二十五条では，以下の要求がされてい

る。 

 

（地震による損傷の防止） 

第二十五条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区

分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなけ

ればならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設 基準地震動による地震力に対し

て重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないものであること。 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に

耐えることができるものであること。 

２ 前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の

地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に

対して重大事故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないものでなければならない。 

 

  



1-8 

（解釈） 

１ 第２５条の適用に当たっては、本規程別記３に準ずる

ものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第７条第２項の規定により

算定する地震力」とは、本規程第７条２、３及び４にお

いて、当該常設重大事故等対処設備が代替する機能を有

する設計基準事故に対処するための設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のもの

をいう。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する

重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態

を踏まえて「(１) 設備分類」のとおり分類し，設備分

類に応じて「(２) 設計方針」に示す設計方針に従って

耐震設計を行う。耐震設計において適用する地震動及び

当該地震動による地震力等については，安全機能を有す

る施設のものを設備分類に応じて適用する。 

なお，「(２) 設計方針」のａ．及びｂ．に示す設計

方針が，それぞれ第１項の第一号及び第二号の要求事項

に対応するものである。 

(１) 設備分類 

ａ．常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が
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発生した場合において，対処するために必要な機能

を有する設備であって常設のもの。 

(ａ) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設

（Ｓクラスに属する施設）に属する安全機能を有す

る施設が有する機能を代替するもの。 

(ｂ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，(ａ)以外のもの。 

 

(２) 設計方針 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐

震重要度分類のクラスに適用される地震力に対し十

分に耐えることができるように設計する。 

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計

における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故

等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪
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失により放射線による公衆への影響の程度に応じて

分類し，その地震力に対し十分に耐えることができ

るように設計する。 

上記設計において適用する動的地震力は，水平２

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたもの

として算定する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラス

の施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設並びに可搬型重大事故等対処設備の波及的影響

によって，重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計する。 

【補足説明資料1-1】 

【補足説明資料1-2】 

 

 第２項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設周辺においては，基準地震動による地震

力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能に

影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面は

ない。 
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２．重大事故等対処施設の耐震設計 

２．１ 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

重大事故等対処施設については，安全機能を有する施設の耐震設

計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，

重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等の状態で施設に作

用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。 

(１) 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の

設備分類に応じて設計する。 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設 

備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

(２) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設は，基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。  

(３) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安

全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用され

る地震力に対し十分に耐えることができるように設計する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対
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処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度

の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，

当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応

じて分類し，その地震力に対し十分に耐えることができるように

設計する。 

【補足説明資料2-6】 

(４) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平２方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

(５) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設については，基準地震動による地震力が作用した場合におい

ても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設については，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のク

ラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対

する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

(６) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等の対処に必要な機能へ影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれ

がないものとする。 

(７) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設並びに可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
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いように設計する。 

 

２．２ 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等

に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分

に分類する。 

(１) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合

において，対処するために必要な機能を有する設備であって常設

のもの。 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設（Ｓクラス

に属する施設）に属する安全機能を有する施設が有する機能を

代替するもの。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記ａ．以外のもの。 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第２－１表

に示す。 

なお，第２－１表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構

築物の支持機能が損なわれないことを確認する地震力についても併

記する。 

【補足説明資料2-2】 

２．３ 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は，以
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下のとおり適用する。 

【補足説明資料2-4】 

２．３．１ 静的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設について，「安全審査 整理資料 

第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．４．１ 静的地震

力」に示すＢクラス又はＣクラスの施設に適用する地震力を適用す

る。 

 

２．３．２ 動的地震力 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施

設について，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防

止」の「２．１．４．２ 動的地震力」に示す基準地震動による地

震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラス施設の機能を代

替する施設であって共振のおそれのある施設については，「安全審

査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．４．２ 

動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地

震力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本

構造と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求され

る機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設

の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実

施する。 
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【補足説明資料2-3】 

 

２．４ 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設に適用する荷重の組合せと許容限界は，以下

によるものとする。 

２．４．１ 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(１) 建物・構築物 

ａ．通常時の状態 

「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の

「２．１．５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建

物・構築物」に示す「ａ．通常時の状態」を適用する。 

ｂ．重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態。 

ｃ．設計用自然条件 

「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の

「２．１．５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(１) 建

物・構築物」に示す「ｂ．設計用自然条件」を適用する。 

(２) 機器・配管系 

ａ．通常時の状態 

「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の

「２．１．５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機

器・配管系」に示す「ａ．通常時の状態」を適用する。 
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ｂ．設計基準事故時の状態 

「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の

「２．１．５．１ 耐震設計上考慮する状態」の「(２) 機

器・配管系」に示す「ｂ．設計基準事故時の状態」を適用する。 

ｃ．重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態。 

２．４．２ 荷重の種類 

(１) 建物・構築物 

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時

に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び

水圧 

ｂ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

ただし，通常時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷

重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，

地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの

反力が含まれるものとする。 

(２) 機器・配管系 

ａ．通常時に作用している荷重 

ｂ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ｃ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作

用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとす
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る。 

 

２．４．３ 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(１) 建物・構築物 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と

基準地震動による地震力を組み合わせる。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基

準地震動による地震力を組み合わせる。 

ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地

震力）と組み合わせる。この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，

工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間について
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は対策の成立性も考慮した上で設定する。 

ｄ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物について

は，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動による地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧につい

て，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動による地震力

と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

(２) 機器・配管系 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重

と基準地震動による地震力を組み合わせる。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象

によって作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合わせ

る。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事

象であるかについては，安全機能を有する施設の耐震設計の考

え方に基づき設定する。 

ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象
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による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動

の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動又は

弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合

わせについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設

定する。 

ｄ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力を組み合わせる。 

【補足説明資料2-5】 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状

態と比較して明らかに厳しいことが判明している場合には，そ

の他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。 

ｂ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持され

る施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

ｃ．積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積

雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している荷重

に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との

組合せを考慮する。 
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ｄ．風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されて

いる施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震

力との組合せを考慮する。 

ｅ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重の組合せにおける，

地震によって引き起こされるおそれがある事象又は地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象については，「安全審査 整

理資料 第27条：重大事故等対処設備」の「第２－１表 主要

な重大事故等対処設備の設備分類」の重大事故等の要因事象に

示す。 

ｆ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，「安全審査 整

理資料 第27条：重大事故等対処設備」の「２．３ 環境条件

等」の「(１) 環境条件」の「③重大事故等時における環境条

件」に示す条件を考慮する。 

  

２．４．４ 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重を組み合わせた状態に対する許容限界

は以下のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。 

(１) 建物・構築物 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物は，「安全審査 整理資料 第７条：地震

による損傷の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(１) 

建物・構築物」の「ａ．Ｓクラスの建物・構築物」に示す「(ａ) 

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」を適用
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する。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物は，「安全

審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．

５．４ 許容限界」の「(１) 建物・構築物」に示す「ｂ．Ｂク

ラス及びＣクラス施設の建物・構築物」を適用する。 

ｃ．設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物は，上記ａ．を適用するほか，建物・構築物が，変形等に対

してその支持機能を損なわれないものとする。なお，当該施設

を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認

する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。 

ｄ．建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）の保

有水平耐力は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷

の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(１) 建物・構築

物」に示す「ｃ．建物・構築物の保有水平耐力」を適用する。 

(２) 機器・配管系 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系は，「安全審査 整理資料 第７条：地震

による損傷の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(２) 

機器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機器・配管系」に示す

「(ａ) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限

界」を適用する。 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系は，「安全

審査 整理資料 第７条：地震による損傷の防止」の「２．１．
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５．４ 許容限界」の「(２) 機器・配管系」に示す「ｂ．Ｂ

クラス及びＣクラスの機器・配管系」を適用する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設はａ．に示す許容限界

を適用する。 

ｃ．動的機器は，「安全審査 整理資料 第７条：地震による損傷

の防止」の「２．１．５．４ 許容限界」の「(２) 機器・配

管系」に示す「ｃ．動的機器」を適用する。 

(３) 基礎地盤の支持性能 

建物・構築物が設置する地盤の支持性能については，基準地震

動による地震力又は静的地震力により生ずる施設の基礎地盤の接

地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく許容限界

に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。 

 

２．５ 重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設の周辺斜面は，基準地震動による地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。なお，当該施設の周辺においては，

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面

はない。 

 

 



2-13 

２．６ 緊急時対策所の耐震設計 

緊急時対策所については，基準地震動による地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いように設計する。 

緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動による

地震力に対して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリー

ト構造とし，基準地震動による地震力に対して，緊急時対策建屋

の換気設備の性能とあいまって緊急時対策所にとどまる原子力防

災組織又は非常時対策組織の要員の実効線量が７日間で100mSvを

超えない設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界について

は，「２．３ 地震力の算定方法」及び「２．４ 荷重の組合せ

と許容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

２．７ 主要施設の耐震構造 

２．７．１ 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリ

ート造）で，地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），

地下１階，平面が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．７．２ 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管
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庫）（地上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収納する），地下１階

（貯水槽），平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 

２．７．３ 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンクリート造で，地上２階（保管

庫）（地上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収納する），地下１階

（貯水槽），平面が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西方向）の建

物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

建物は，耐震設計上の重要度に応じた耐震性を有する構造とする。 

 



設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

代替消火設備

遠隔消火装置
火災防護設備
グローブボックス消火装置

Ｓ 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

火災状況確認用温度計

火災状況確認用温度表示装置

ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ

（気体廃棄物の廃棄設備
グローブボックス排気設
備）
（気体廃棄物の廃棄設備
工程室排気設備）

（S） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

グローブボックス排風機入口手動ダンパ
（気体廃棄物の廃棄設備
グローブボックス排気設
備）

（S） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

工程室排風機入口手動ダンパ
（気体廃棄物の廃棄設備
工程室排気設備）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

グローブボックス排気閉止ダンパ
（気体廃棄物の廃棄設備
グローブボックス排気設
備）

（S） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

工程室排気閉止ダンパ
（気体廃棄物の廃棄設備
工程室排気設備）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

予備混合装置グローブボックス
（予備混合装置グローブ
ボックス）

均一化混合装置グローブボックス
（均一化混合装置グローブ
ボックス）

造粒装置グローブボックス
（造粒装置グローブボック
ス）

回収粉末処理・混合装置グローブボックス
（回収粉末処理・混合装置
グローブボックス）

添加剤混合装置Ａグローブボックス
（添加剤混合装置Ａグロー
ブボックス）

プレス装置Ａ（プレス部）グローブボックス
（プレス装置Ａ（プレス部）グ
ローブボックス）

添加剤混合装置Ｂグローブボックス
（添加剤混合装置Ｂグロー
ブボックス）

プレス装置Ｂ（プレス部）グローブボックス
（プレス装置Ｂ（プレス部）
グローブボックス）

代替グローブボックス
排気系 ダクト・ダンパ・高性能エアフィルタ

（気体廃棄物の廃棄設備
グローブボックス排気設
備）

（S） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

第2－1表　重大事故等対処設備（主要設備）の設備分類

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

第29条　閉じ込める機能の喪失に対処するための設備

燃料加工建屋 Ss ―常設耐震重要重大事故等対処設備
火災防護設備
グローブボックス温度監視
装置

燃料加工建屋 Ss ―

核燃料物質の飛散の原
因となる火災の消火

Ｓ 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物

代替火災感知設備

放出防止設備

（S） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備

2
-
1
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設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

航空機衝突による航空
機燃料火災のための水
源確保

水供給設備

第１貯水槽 ― Ｃ
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― 第１保管庫・貯水所 静的地震力 ○

第２貯水槽から第１貯
水槽への水の補給

水供給設備

第２貯水槽 ― Ｃ
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― 第２保管庫・貯水所 静的地震力 ○

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

第31条　重大事故等への対処に必要となる水の供給設備

（つづき）

2
-
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設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

受電開閉設備

受電変圧器

非常用電源建屋の6.9kV非常用主母線 （Ｃ）
※ 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備
機器・配管等の支持構造物

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

非常用電源建屋 静的地震力 ―

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母線

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運転予備用主母線

第2ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線

制御建屋の6.9kV非常用母線 （Ｃ）
※ 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備
機器・配管等の支持構造物

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋 静的地震力 ―

制御建屋の6.9kV運転予備用母線 （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋 静的地震力 ―

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母線 （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋

静的地震力 ―

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ非常用母線 （Ｃ）
※ 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備
機器・配管等の支持構造物

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋

静的地震力 ―

低レベル廃棄物処理建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線 （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

低レベル廃棄物処理建屋 静的地震力 ―

燃料加工建屋の6.9ｋＶ運転予備用母線

燃料加工建屋の6.9ｋＶ常用母線

燃料加工建屋の6.9ｋＶ非常用母線 （Ｓ） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

第32条　電源設備

受電開閉設備

（受電開閉設備） （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

ユーティリティ建屋
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物 ―静的地震力

―静的地震力ユーティリティ建屋
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

高圧母線

（高圧母線）

静的地震力 ―
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設
備による給電

燃料加工建屋

（つづき）

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

（Ｃ）

※　本設備は再処理施設においてはＳクラスとしているが，ＭＯＸ燃料加工施設においては共用するＣクラス施設とのみ接続するため，Ｃクラスとする。

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物

2
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設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

制御建屋の460V非常用母線 （Ｃ）
※ 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備
機器・配管等の支持構造物

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋 静的地震力 ―

制御建屋の460V運転予備用母線 （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋 静的地震力 ―

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の460Ｖ非常用母線 （Ｃ）
※ 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備
機器・配管等の支持構造物

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋

静的地震力 ―

低レベル廃棄物処理建屋の460Ｖ運転予備用母線 （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

低レベル廃棄物処理建屋 静的地震力 ―

燃料加工建屋の460Ｖ非常用母線 （Ｓ） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

燃料加工建屋の460Ｖ運転予備用母線

燃料加工建屋の460Ｖ常用母線

第１軽油貯槽

第２軽油貯槽

補機駆動用燃料補給設
備による給油

補機駆動用燃料補給設
備

常設耐震重要重大事故等対処設備 ―

非常用所内電源設備　非
常用発電機
（受電開閉設備，高圧母
線，低圧母線）

―Ｓ 基礎 Ss―

低圧母線

（低圧母線）

常設重大事故等対処設
備による給電

燃料加工建屋（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

（つづき）

※　本設備は再処理施設においてはＳクラスとしているが，ＭＯＸ燃料加工施設においては共用するＣクラス施設とのみ接続するため，Ｃクラスとする。

静的地震力 ―

第32条　電源設備

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物
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設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

排気モニタリング設備
排気モニタ

（放射線監視設備） （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― ― ― ―

排気筒
（気体廃棄物の廃棄設備
排気筒）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― 支持，基礎 静的地震力 ―

グローブボックス排気ダクト
（気体廃棄物の廃棄設備
グローブボックス排気設
備）

工程室排気ダクト
（気体廃棄物の廃棄設備
工程室排気設備）

環境モニタリング設備
モニタリングポスト

環境モニタリング設備
ダストモニタ

放出管理分析設備
アルファ線用放射能測定装置

放出管理分析設備
ベータ線用放射能測定装置

環境試料測定設備
核種分析装置

分析建屋

風向， 風速その他の気
象条件の測定

環境管理設備

気象観測設備 （環境管理設備） （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― 環境管理建屋 静的地震力 ―

放射線監視設備

（環境モニタリング設備） （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

― ― ― ― ―

（つづき）

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

静的地震力 ―燃料加工建屋

建物・構築物

第33条　監視測定設備

直接支持構造物 間接支持構造物

放射性物質の濃度及び
線量の測定

試料分析関係設備

（試料分析関係設備） （Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

静的地震力 ―

燃料加工建屋2
-
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設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

緊急時対策建屋

緊急時対策建屋の遮蔽設備 ― Ｓ 常設耐震重要重大事故等対処設備 ― ― 緊急時対策建屋 Ss 〇

緊急時対策建屋送風機 常設耐震重要重大事故等対処設備

緊急時対策建屋排風機 常設耐震重要重大事故等対処設備

緊急時対策建屋フィルタユニット 常設耐震重要重大事故等対処設備

緊急時対策建屋加圧ユニット 常設耐震重要重大事故等対処設備

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 常設耐震重要重大事故等対処設備

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 常設耐震重要重大事故等対処設備

対策本部室差圧計 常設耐震重要重大事故等対処設備

待機室差圧計 常設耐震重要重大事故等対処設備

制御盤（監視制御盤） 常設耐震重要重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物

第34条　緊急時対策所

建物・構築物

―

直接支持構造物 間接支持構造物

（つづき）

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕

Ss

緊急時対策建屋
換気設備

常設耐震重要重大事故等対処設備 緊急時対策建屋

居住性を確保するため
の設備

― Ｓ

2
-
2
0



設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

情報収集装置 データ収集装置

情報表示装置 データ表示装置

データ収集装置

（データ収集装置）

データ表示装置

（データ表示装置）

データ収集装置(燃料加工建屋設置)

データ表示装置(燃料加工建屋設置)

緊急時対策建屋用発電機

緊急時対策建屋高圧系統
6.9kV緊急時対策所用母線（Ｍ/Ｃ）～電路

緊急時対策建屋低圧系統
460V緊急時対策所用母線
（Ｐ/Ｃ、ＭＣＣ）～電路

燃料油移送ポンプ

燃料油配管・弁［流路］

重油貯槽 常設耐震重要重大事故等対処設備 ― ― 基礎 Ss ―

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋

―

緊急時対策建屋 静的地震力

緊急時対策所の
電源設備

緊急時対策建屋
代替電源設備

― Ｓ

機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備常設耐震重要重大事故等対処設備 Ss緊急時対策建屋

緊急時対策建屋
情報把握設備

―

―

静的地震力

静的地震力

（つづき）

第34条　緊急時対策所

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

機器・配管等の支持構造物Ｃ

必要な指示及び通信連
絡に関わる設備

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

―

緊急時対策建屋

（データ収集装置(燃料加
工建屋設置)）

（Ｃ）

2
-
2
1



設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

グローブボックス温度監視装置
（火災防護設備　グローブ
ボックス温度監視装置）

（Ｓ） 常設耐震重要重大事故等対処設備 機器・配管等の支持構造物 常設耐震重要重大事故等対処設備 燃料加工建屋 Ss ―

グローブボックス負圧・温度監視設備
（グローブボックス負圧・温
度監視設備）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

燃料加工建屋データ収集装置
（燃料加工建屋データ収集
装置）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

燃料加工建屋情報把握計装設備用屋内伝送系統

燃料加工建屋間伝送用無線装置

制御建屋データ収集装置
（制御建屋データ収集装
置）

制御建屋データ表示装置
（制御建屋データ表示装
置）

情報把握計装設備用屋内伝送系統

建屋間伝送用無線装置

（つづき）

第34条　緊急時対策所

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋 静的地震力 ―

情報把握設備

燃料加工建屋データ収集
装置(燃料加工建屋設置)，
燃料加工建屋データ収集
装置(制御建屋設置)，燃料
加工建屋データ表示装置
(制御建屋設置)

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

制御建屋設置 静的地震力 ―

情報把握収集伝送設備

燃料加工建屋データ収集
装置(燃料加工建屋設置)，
燃料加工建屋データ収集
装置(制御建屋設置)，燃料
加工建屋データ表示装置
(制御建屋設置)

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

制御建屋情報把握設備

2
-
2
2



設備分類

設備名称 構成する機器 設備 耐震重要度分類 分類

ページング装置 燃料加工建屋

所内携帯電話 低レベル廃棄物処理建屋

専用回線電話

ファクシミリ

環境中継サーバ 緊急時対策建屋

代替通信連絡設備

通話装置のケーブル
通信連絡設備
（ページング装置，所内携
帯電話，専用回線電話）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

燃料加工建屋 静的地震力 ―

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワー
クＩＰ電話

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワー
クＩＰ－ＦＡＸ

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
統合原子力防災ネットワー
クＴＶ会議システム

一般加入電話

一般携帯電話

衛星携帯電話

ファクシミリ

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話
統合原子力防災ネットワー
クＩＰ電話

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ
統合原子力防災ネットワー
クＩＰ－ＦＡＸ

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム
統合原子力防災ネットワー
クＴＶ会議システム

再処理事業所内の通信
連絡

静的地震力 ―

燃料加工建屋

代替通信連絡設備

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

緊急時対策建屋 静的地震力 ―

所外通信連絡設備

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

緊急時対策建屋 静的地震力 ―

通信連絡設備
（一般加入電話，一般携帯
電話，衛星携帯電話，ファ
クシミリ）

第35条　通信連絡を行うために必要な設備

（つづき）

系統機能

設備
代替する機能を有する安全機能を有する施設
〔（ ）内は，設計基準対象の設備を兼ねる設備

及びその耐震重要度分類〕 直接支持構造物 間接支持構造物 建物・構築物

所内通信連絡設備

通信連絡設備
（ページング装置，所内携
帯電話，専用回線電話，
ファクシミリ）

（Ｃ）
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

機器・配管等の支持構造物
常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備

2
-
2
3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 補足説明資料 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1
上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について
（重大事故等対処施設） 5/25 1

補足説明資料1-2
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針（重大事故等
対処施設） 5/25 1

 補足説明資料2-1  重大事故等対処設備の設備分類 12/26 0  考え方・サンプルのみを示す第2-1表に示すため削除。

補足説明資料2-2 重大事故等対処施設の網羅的な整理について 4/20 2 考え方・サンプルのみを示す

補足説明資料2-3 
重大事故等対処施設の基本構造等に基づく既往の耐震評価手法の適用性と
評価方針について 6/18 1 考え方・サンプルのみを示す

補足説明資料2-4 設計用地震力 8/24 1

補足説明資料2-5 重大事故等対処施設の耐震設計における重大事故と地震の組合せについて 8/12 4

補足説明資料2-6
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に適用す
る地震力について 9/7 2

ＭＯＸ燃料加工施設　安全審査　整理資料　補足説明資料リスト
　第25条：地震による損傷の防止

ＭＯＸ燃料加工施設　安全審査　整理資料　補足説明資料
備考

(1/1)
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補足説明資料 2-6（25条） 

 

 

 

 



補 2-6-1 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備 

に適用する地震力について 

 

１．はじめに 

  事業許可基準規則第25条「地震による損傷の防止」において，常設重大

事故等対処設備は代替する機能を有する設計基準事故に対処するための設

備に適用される地震力に対して耐震性を確保することが規定されているが，

当社の重大事故対策において，設計基準で想定していない設備による事象

及び事象進展を想定しており，一部の設備は代替する設計基準設備がない

ものがある。 

  これらの設備については，重大事故等時における使用条件を踏まえて，

第７条「地震による損傷の防止」の耐震重要度の分類方法に倣い，地震を

起因とした機能喪失時において放射線による環境影響に応じ，耐震重要度

を分類し適用となる地震力を設定する。 

   

２．代替する設計基準設備がない設備 

(１) 設計基準設備を兼ねる常設重大事故等対処設備 

 重大事故等対処設備のうち，重大事故等時に安全機能を有する施設

としての機能を期待する，安全機能を有する施設であり，かつ重大事

故等対処設備である設備。耐震重要度分類は安全機能を有する設備と

同様とする。 

整理資料本文 「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設備）の設

備分類」の「代替する機能を有する安全機能を有する施設」の設備名

称及び耐震重要度を（）内に記載する。 

 



補 2-6-2 

 (２) 重大事故等対処のみの常設重大事故等対処設備 

通常運転時には機能を必要とせず重大事故等対処のみに使用する常

設重大事故等対処設備であり，以下のとおり分類する。 

耐震重要度分類 

耐震 

クラス 

クラス別施設 

（第７条による） 

主要設備 

選定理由 対象 
条文 

設備名称 構成する機器 

Ｃ Ｓ，Ｂクラスに属

さない施設 

第31条 水供給設備 第１貯水槽 Ｓクラス「ａ．(ｄ) そ

の他の施設」に該当し

ない。 

また，Ｂクラス「ｂ．

(ｃ) その他の施設」に

該当しないためＣクラ

スとする。 

第２貯水槽 

整理資料本文 「第２－１表 重大事故等対処設備（主要設備）の設

備分類」の「代替する機能を有する安全機能を有する施設」の設備名

称に「－」を記載及び耐震重要度に適用する耐震クラスを記載する。 




